
 放送大学教員免許更新講習規程  

平成２１年３月２５日  

放送大学規程第７号  

改正 平成21年５月13日、平成22年３月10日、平成27年９月９日 

（目的）  

第１条 この規程は、放送大学学則第３０条第４項に基づき、放送大学（以下「本学」という。）が実施す

る免許状更新講習（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第９条の３に定めるもの。）に関し必

要な事項を定めることを目的とする。  

（名称）  

第２条 本学が実施する免許状更新講習（以下「講習」という。）は、「放送大学教員免許更新講習」と称

する。  

（受入定員）  

第３条 講習の受入定員は、年度ごとに別に定める。  

（開設時期）  

第４条 講習は夏期及び冬期の２期に実施するものとし、期ごとに講習科目を開設し、第１２条第１項及び

第２項に定めるところにより講習の修了又は一部の履修の認定を行うものとする。  

（講習及び履修の方法）  

第５条 講習は、放送教材を視聴（インターネットによる視聴を含む。）しての学修及び印刷教材について

の学修により履修するものとする。  

（講習を受講する者の身分）  

第６条 講習を受講する者の身分は、教員免許更新講習生（以下「講習生」という。）とする。  

２ 講習生としての身分を有する期間は、講習科目の放送又はインターネット配信のいずれかの開始の日か

ら、夏期については９月３０日まで、冬期については３月３１日までとする。  

（講習科目）  

第７条 講習科目の区分及び時間数は別表第１のとおりとする。  

２ 開設する講習科目は年度ごとに別に定める。  

３ 講習科目の１回の放送時間は４５分とし、全ての受講者が受講する領域（以下「領域Ⅰ（必修）」とい

う。）、受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択し

て受講する領域（以下「領域Ⅱ（選択必修）」という。）、受講者が任意に選択して受講する領域（以下

「領域Ⅲ（選択）」という。）については各々８回の放送（インターネット配信を含む。）及び第１０条

に定める修了認定試験をもって、６時間の講習とするものとする。  

（受講の申込及び許可）  

第８条 講習の受講を希望する者は、所定のインターネット申込の方法により受講の申込を行わなければな

らない。  

２ 前項の申込を行った者は、別表第２に定める講習料の全額を、所定の期日までに納付しなければならな

い。  

３ 学長は、前項の講習料の納付を完了した者に講習の受講を許可する。  

（視聴確認）  

第９条 講習生は、講習の各回を視聴済みであることを、放送教材（インターネット配信を含む。）中に示

されるキーワードを所定のウェブページから期限までに入力することにより申告するものとする。  

（修了認定試験）  

第１０条 講習の修了又は一部の履修の認定のための試験（以下「修了認定試験」という。）を受けるには、

講習科目毎に前条に定める視聴確認が行われていなければならない。  

２ 修了認定試験は、各学習センター及び本学が別に定める学外試験場において行うものとする。  

３ 試験時間は１講習科目当たり３０分とする。  



（成績評価）  

第１１条 修了認定試験の成績は、○Ａ（１００点～９０点）、Ａ（８９点～８０点）、Ｂ（７９点～７０

点）、Ｃ（６９点～６０点）、Ｄ（５９点～５０点）及びＥ（４９点～０点）の６種の評語をもって表し、

○Ａ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とする。  

（講習の修了又は一部の履修の認定）  

第１２条 領域Ⅰ（必修）及び領域Ⅱ（選択必修）の講習科目の修了認定試験に合格し、かつ、領域Ⅲ（選

択）の講習科目のうち３科目の修了認定試験に合格した者については、講習の修了を認定する。  

２ いずれかの講習科目の修了認定試験に合格した者（前項の場合を除く。）については、講習の一部の履

修を認定する。  

３ 学長は、前２項の認定を行った者に対して、教員免許更新講習修了証明書又は教員免許更新講習一部履

修証明書（以下「証明書」という。）を発行する。  

４ 前項の証明書の再発行を受けようとする者は、別表第２に定める手数料を添えて大学本部に証明書交付

願を提出するものとする。  

５ 教育職員免許法施行規則別記第４号様式の規定により証明書中に記載する「履修認定年月日」は、講習

の修了又は一部の履修の認定を行った日とする。  

（受講許可の取消）  

第１３条 本学の規則に違反し、講習の実施を甚だしく阻害するなど本学の秩序を乱し、又は修了認定試験

等において不正行為のあった者は、別に定めるところにより、教授会の議を経て、学長が受講許可を取

り消す。  

２ 前項の受講許可の取消があった場合、当該講習生が既に修了認定試験を受験しているときは、当該講習

生の当該期における全講習科目の受験を無効とする。  

（講習料）  

第１４条 講習の受講に必要な費用は、講習料とし、講習料の額は、別表第２のとおりとする。  

（講習料の返還）  

第１５条 納入した講習料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、納入した者の申出

により当該各号に定める額を返還する。  

一 本学の定める所定の時期までに受講を辞退した場合 入金された講習料のうち、別表第２に定める事務手

数料の額を差し引いた額  

二 その他やむを得ない事由があると認めた場合 講習料の範囲内で本学が認めた額  

附 則  

１ この規程は、平成２１年３月２５日から施行する。  

２ 第１３条に定める受講許可の取消の手続については、当分の間、放送大学学生の懲戒に関する規則第３

条及び第４条を準用する。その際、「学生」とあるのは「講習生」と、「懲戒」とあるのは「受講許可の

取消」と読み替えるものとする。  

附 則（平成２１年５月１３日）  

この規程は、平成２１年５月１３日から施行し、改正後の放送大学教員免許更新講習規程は、平成２１年４月２

１日から適用する。  

附 則（平成２２年３月１０日）  

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年９月９日）  

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  



別表第１ 講習科目の区分及び時間数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ 講習料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分  時間数 

全ての受講者が受講する領域 ６時間 

受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員として

の経験に応じ、選択して受講する領域 

６時間 

受講者が任意に選択して受講する領域  ６時間 

区分  時間数 金額  

講習料 全ての受講者が受講する領域 １講習科目当たり  

６，０００円 
受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種

類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講

する領域 

受講者が任意に選択して受講する領域  

教員免許更新講習修了証明書又は教員免許更新講習一部履修証明書

の再発行に係る手数料  

１通につき  

２００円 

入金後から本学が定める所定の時期までの受講の辞退に係る事務手数

料  

 

２，０００円 


